
大槌町予防接種健康被害救済給付金支給要綱 

令和６年２月５日決裁 

(目的) 

第１条 この要綱は、予防接種法(昭和 23 年法律第 68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による

健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、大槌町予防接種健康被害給付金(以下「給付金」

という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号。以下「政令」とい

う。)及び予防接種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号。以下「省令」という。)に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

(給付対象) 

第２条 給付対象は、町に住所を有している間に法第 2条に規定する定期の予防接種を受け、疾病にかか

り、障害の状態となり、又は死亡したと法第 15条第 1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者(以

下「対象者」という。)とする。ただし、対象者が未成年の場合は、保護者(法第 2条に規定する保護者

をいう。)に支給する。 

(給付の範囲) 

第３条 給付の範囲は、法第 16 条の規定により次に掲げるものとする。 

(１) 医療費及び医療手当 

(２) 障害児養育年金 

(３) 障害年金 

(４) 死亡一時金 

(５) 遺族年金又は遺族一時金 

(６) 葬祭料 

(給付金の額) 

第４条 給付金の額は、政令に定められた額とする。 

(給付金の支給申請) 

第５条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令に定めるところにより給付

の申請を行うものとする。 

(委員会への諮問) 

第６条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、大槌町予防接種健康被害調査委員会設置条例(令

和３年 11 月大槌町条例第 24 号)に規定する大槌町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」とい

う。)へ諮問する。 

(救済措置申請の進達) 

第７条 町長は、委員会への諮問の結果、厚生労働大臣の判定申請が必要である旨の判断がなされた場合

は、岩手県知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。 

(処分の決定) 

第８条 町長は、法第 15条第１項に規定する厚生労働大臣の認定に係る審査結果の通知を受けたときは、

給付の可否について処分決定し、省令第 11条の 25 の規定により、速やかに申請者に給付の可否を通知

するものとする。 

２ 給付を行うことを決定したときは、大槌町予防接種健康被害救済に係る給付の決定について（様式第

１号）により申請者に通知するものとする。 

３ 厚生労働大臣から給付期間を治癒までと認められ、かつ予防接種被害者健康手帳が交付された者に対

し給付を行うことを決定したときは、大槌町予防接種健康被害救済に係る給付の決定について（様式第

２号）により申請者に通知するものとする。 



４ 給付を行わないことを決定したときは、大槌町予防接種健康被害救済に係る審査結果について（様式

第３号）により申請者に通知するものとする。 

(給付金の支給) 

第９条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、給付金の支給を受け

ようとするときは、大槌町予防接種健康被害救済給付金請求書(様式第４号)により、町長に給付金の支

給を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を精査し、適正な請求と認めたときは、大槌町予防接

種健康被害救済に係る給付額の決定について（様式第５号）により申請者に通知し、速やかに請求者が

指定する金融機関口座に給付金を振り込むものとする。 

(決定の取消し等) 

第 10 条 町長は、交付決定者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により給付

金の支給の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合であって、既に前条の規定による交

付決定者への支払を終えているときは、当該支払った額を当該決定を取り消した者から町へ返還を命ず

るものとする。 

(その他) 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年２月１日から施行し、令和３年２月 17 日以降に実施した予防接種から適用する。 


